
令和５年梅雨前線による大雨及び台風第２号被災者への
民間賃貸住宅のあっせんについて

令和５年６月１５日（木）
資 料 提 供

担当課 建築住宅課
担当者 布居・下吉
電 話 073-441-3180

公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協
会和歌山県本部の協力により、被災された方（※1）に対する民間賃貸住宅の仲介
手数料（※2）が、無料となります。

対象となる物件情報（※3）は県ホームページをご確認ください。

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/080800/d00154665.html

※1 被災(罹災)証明等が必要となる場合があります。詳細は物件を取り扱う宅建業者にお問い合わせください。

※2 物件の紹介から入居までの手続きに必要な手数料です。家賃や敷金、礼金等は必要となります。

※3 物件情報の詳細は物件を取り扱う宅建業者にお問い合わせください。


